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2013.9.28 第30回 関西感染予防ネットワーク例会

～隔離予防策のあれこれ～



本センターの勧告は、非常に多くの文献や
データで支持された、強いエビデンスをも
とに作成されている。

1996年隔離予防策
VS

2007年隔離予防策カテゴリー表示されている勧告文
29件

カテゴリー表示されている勧告文
162件

エビデンスとしての引用文献数
97件

エビデンスとしての引用文献数
1,102件



米国と日本の医療環境の違いは問
題とならないのか？

そもそも、米国のガイドラインを
そのまま導入していいのか？



2013.9.28 第30回 関西感染予防ネットワーク例会



日本；国民皆保険
アメリカ；公的保険、民間団体の運営する
保険と２種類の保険

ほとんどのアメリカ国民は民間の保険に加
入（公的保険に入加入するには条件がある。
公的保険加入が義務化されていない。）















病床面積について患者１人当たり
6.4平方メートル以上

米国建築学会の病院設計指針；
専有面積は7.2m2

またはベッド間隔を1.0m～1.2m





こんなに医療環境が違うのだから、CDCの
ガイドラインを導入するなんて無理ムリ！



隔離予防策（1996）は、多剤耐性菌に関する対策についてはほとん
ど触れられていない。
また、隔離予防策の概念は確立していたが医療現場に適用するには、
原本の記載が簡素で解釈の違いが生じるなど混乱を招きがちだった。



2段階システム
1段階（一般的対策）,2段階（強化策）

①第1段階の一般的対策によっても、
耐性菌が減少しないとき
②新規の耐性菌が出現・流行したとき

第2段階にすすむ







え～っ？
部屋ないで。ほら見て。
明日の入院のベッドも

ないねん。





接触予防策は直接接触、あるいは間接接触によっ
て広がる感染性病原体の伝播予防を目的としてい
る。

接触予防策が必要な患者には個室が望ましい。
個室が利用できないときは、患者配置の他のオプ
ション(コホーティング、患者を現在の同室者と一
緒にしておくなど)に関する様々なリスクを評価す
るために、感染制御職員に相談することが推奨さ
れる。

2007 Guideline for Isolation Precautions:
Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings



多床室では、発症/保菌患者と他の患者の間での
不注意な器具の共有の機会を減らすために、ベッ
ドとベッドの間に3フィート(約1m)以上の空間的
距離をおくことが推奨される。

接触予防策の患者をケアする医療従事者は患者に
接触したり、患者環境の汚染の可能性のある区域
に接触したりするときには常にガウンと手袋を装
着する。

入室時にはPPEを装着し、病室から出る前には廃
棄することが病原体、特に環境汚染を通じての伝
播に関連する病原体(VRE、クロストリジウム・
ディフィシレ、ノロウイルス、その他の腸管病原
体；RSV)を封じ込める。

2007 Guideline for Isolation Precautions:
Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings



MRSA検出率

手袋 17.7%

ガウン 6.2%

手袋を外した後の手指 2.6%

MRSAが手袋/ガウンから検出されるリスク因子
①経皮的胃瘻、腸瘻造設患者
②気管内チューブ挿入、気管切開患者のケアー
③頭頸部処置

Snyder GM, et al: Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29:583-589



Management of Multidrug-Resistant Organisms in Healthcare Settings, 
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急性期医療病院では、標的としているMDROに感染し
ていることが確認されているすべての患者に、日常的
に接触予防策を実施する。

カテゴリー IB

長期療養型施設では、標的としているMDROに感染ま
たは保菌している患者に対して、スタンダードプリ
コーションに加えて、接触予防策を実施又は幾分修正
して実施するかどうかを決定する場合、個々の患者の
臨床的状況および施設におけるMDROの分布や発生率
を考慮する。

カテゴリー II
Management of Multidrug-Resistant Organisms in Healthcare Settings, 2006



長期療養型施設では、比較的健康な入所者（ex殆
ど自立している人）には、スタンダードプリコー
ションを用い、コントロールできない分泌物、褥
創、排膿創、便失禁、人工瘻孔チューブ/バッグ
への接触には手袋とガウンの着用を徹底する。

カテゴリー II
病気の入所者（ex治療や日常生活動作について医
療従事者に完全に依存している人、人工呼吸器装
着者）および感染性分泌物や排膿を封じ込めるこ
とができない入所者には、スタンダードプリコー
ションに加えて、接触予防策を用いる。

カテゴリー II
Management of Multidrug-Resistant Organisms in Healthcare Settings, 2006



標的MDROを保菌または感染しているすべ
ての患者に、日常的に接触予防策を実施す
る

カテゴリー IA  
 環境表面および医療器具（特に、患者の
近辺にある器具）は汚染しているかもしれ
ないので、病室への入室時にはガウンと手
袋を装着する。 カテ
ゴリー IB  

Management of Multidrug-Resistant Organisms in Healthcare Settings, 2006
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個室が利用できる場合は、MDROの保菌または感
染が判明しているか疑われる患者に、それらの病
室を優先的に割り当てる。

伝播を促進するかもしれない状況(例えば、分泌物
や排泄物が封じこめられていない)のある患者は最
優先とする。カテゴリー IB 

個室が利用できなければ、同じMDROの患者を同
室または同じ患者区域にコホートする。

カテゴリー IB 
同じMDROの患者をコホーティングできない場合
は、MDROを獲得する危険性が低く、かつ感染し
た場合の有害結末の危険性も低く、かつ滞在期間
が短いであろう患者をMDROの患者と同室させる。

Management of Multidrug-Resistant Organisms in Healthcare Settings, 2006



MDRO患者を個室に入室させる。 カテゴリー IB 
同じMDROの患者を指定した区域(例えば、病室、
診察室、患者ケア区域)にコホートする。

カテゴリー IB  
標準予防策および接触予防策の遵守および患者の
コホートにも拘わらず、伝播が継続する場合、看
護スタッフおよび補助サービススタッフをMDRO
患者のケアのみの専任に指定する。カテゴリー IB

 上記に述べたような制御法の強化の実施にもかか
わらず、伝播が継続するならば、施設のユニット
への新しい入院を中止する。カテゴリー IB

Management of Multidrug-Resistant Organisms in Healthcare Settings, 2006



2007 Guideline for Isolation Precautions:
Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings



病室で実施できない診断処置や治療処置のような重
要な目的のみに制限する

移送が必要なときは、患者に適切なバリアを用いる
こと(マスク、ガウン、感染した皮膚病変または排
膿があってその部位を覆うためにシーツや不浸透性
ドレッシングにて包むこと)

 到着を待っている受け入れ区域の医療従事者に患
者のことと伝播予防に必要な予防策について通知す
ること

施設外に搬送される患者については、受け入れ施設、
医療用車両、救急車の職員に、実施すべき感染経路
別予防策について前もって連絡しておくこと

2007 Guideline for Isolation Precautions:
Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings



2007 Guideline for Isolation Precautions:
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医療現場での面会者によるガウン、手袋、マスク
の使用は科学的文献にて特別に言及されたことが
ない。

幾つかの研究では、MRDOの制御に面会者のガウ
ンと手袋の使用を含んでいたが、面会者による使
用が効果があったかを決定するための独立した解
析はなされなかった。

ケアを提供するか極めて濃厚な接触をしている家
族や面会者(授乳や抱擁など)は他の患者に接触す
るかもしれないので、バリア予防策が正しく使用
されないと伝播に寄与しうる。

特別な勧告は施設や病棟によって異なり、相互作
用のレベルによって決定される。

2007 Guideline for Isolation Precautions:
Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings
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接触感染予防

 直接接触の機会を最小限にするためにベッドと
ベッドの間にあるプライバシーカーテンを引い
ておく。カテゴリー II

飛沫感染予防策

濃厚接触の機会を最小限にするためにベッドと
ベッドの間にあるプライバシーカーテンを引いて
おく。カテゴリー IB

2007 Guideline for Isolation Precautions:
Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings



 カーテン隔離に関する勧告は、多床室の多い日本の現状
ではありがたいかもしれない。

 しかし、この勧告を都合の良いように解釈してはいけな
い。

 カーテンによる隔離についての参考文献には、カーテン
によって感染防止が可能であったという根拠はない。

 「個室がないから仕方ない」ではなく、最大限の努力を
したうえで、コホートもできない場合に限って、標準予
防策と隔離予防策を遵守できるという条件のもとに、対
象を吟味して、感染者と非感染者の区別のための目印的
に行うもの。



2007 Guideline for Isolation Precautions:
Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings



MDROが同定されている患者に接触予防策を
おこなっている施設であっても、標準予防策
はMDRO伝播を防ぐための重要な役割を持っ
ている。

MDROの保菌は検出されないことが多い。
またサーベイランス培養であっても、感度の
欠如、検査室の欠陥、抗菌薬治療による間欠
的保菌、によって保菌者を同定できないかも
しれない。

それ故、標準予防策は保菌している可能性の
ある患者からの伝播を防ぐためにも用いられ
なければならない。



保菌圧×非遵守率=感染伝播力

保菌圧（％）＝ ×100
保菌者のべ入院日数

入院患者のべ入院日数

VREの有病率（つまり保菌圧）が25％から75％と3倍になると、VREの獲
得日数が約16～18日から6～7日と、約3分の１に短縮
保菌圧が3倍になると、伝播速度が3倍になる。

向野賢治；保菌圧とクラウドの考え方 ExpertNursevol29№112013



保菌圧60% 非遵守率20%
●●●●● × ■■□□□＝
●○○○○ □□□□□

感染伝播力
600

保菌圧10% 非遵守率60%
●○○○○ × ■■■■■＝
○○○○○ ■□□□□

感染伝播力
1200

2倍
向野賢治；保菌圧とクラウドの考え方 ExpertNursevol29№112013



Management of Multidrug-Resistant Organisms in Healthcare Settings, 
2006
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いつまで、
隔離したらいいですか？
患者さんの精神限界
なんだけど・・・



接触予防策の患者への影響に関するデータは不足して
いる。

医療従事者は接触予防策の患者の病室に入室したり、
診察したりするのが半分になっていた。

個室にてMDROのためのバリア予防策が行われている
患者では不安と抑鬱のスコアーが増加している。

 MRSAのために接触予防策におかれた患者は、隔離さ
れていない対照患者と比較して、予防可能な有害反応
を有意に多く持ち、治療への不満を多く訴え、記録が
残っているケアを受けることが少なかった 。

患者が接触予防策下におかれる場合、これらの潜在的
有害反応を中和するための医療チームの努力が必要で
ある。



MDROを保菌または発症している患者への
接触予防策の期間は未確定のままである。

MDRO保菌者は永久に保菌していると考え、
それに従って処置することが慎重かもしれ
ない。

2007 Guideline for Isolation Precautions:
Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings



除菌後鼻腔培養が陰性となったMRSA保菌者
が治療数週間後にはMRSAを再度排出するこ
とがある。

VREの早期のガイドラインは毎週間隔で得ら
れた3回の便培養が陰性を立証してから、接
触予防策を中止することを提案していたが、
スクリーニングは1年を越えて続く保菌を検
出できない。.

VRE、MRSA,MDR-GNBの保菌は、重症基礎
疾患、侵襲的器具、繰り返す抗菌薬治療が実
施されれば、数ヶ月継続しうる。

2007 Guideline for Isolation Precautions:
Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings



排膿している創部、多量の呼吸器分泌物、施
設内でMDROの伝播の進行に関連がなければ、
数週間抗菌治療を受けていない患者において、
1～2週間以上の経過で標的MDROのサーベイ
ランス培養が3回以上繰り返して陰性であれ
ば接触予防策を中止することはもっともなこ
とである。

 MDRO制御プログラムの強化の一部として、
ASCが実施される場合、サーベイランス培養
結果が標的MDROについて陰性であると報告
されるまで、接触予防策を実施する。

2007 Guideline for Isolation Precautions:
Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings





十分な看護スタッフがいれば、手指衛生および標準予
防策と感染経路予防策などの感染制御策に適切な注意
が向けられ、それらは正しく継続的に適用されるであ
ろう。

全米の多施設研究は、看護人員配置と内科患者の5つ
の有害な結果(それらの2つは病院感染の尿路感染およ
び肺炎であった)の間に強力かつ継続的な逆相関があ
ることを報告した。

看護スタッフ不足とHAIの割合の増加との関係が病院
および長期ケア環境におけるいくつかの集団感染で示
され、殆どの症例において、包括的な制御介入の一部
として人員配置が改善すると、集団感染は終息し、
HAI率は下降した。 2007 Guideline for Isolation Precautions:

Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings



①迅速かつ効果的な連絡を確実にするシステムの
変更の実施(例えば、MDROを保菌/感染している
ことが前もって知られている患者を同定するため
のコンピュータ警告)

②施設における手洗い場および擦式アルコール手
指消毒薬ディスペンサーの必要数および適切な配
置の提供

③必要なケアの密度に見合った人員配置レベルの
維持

④MDRO制御のための推奨される感染制御の行為
の遵守の強化(手指衛生、標準予防策、接触予防
策)が含まれる。

2007 Guideline for Isolation Precautions:
Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings



CDCガイドライン；階層化戦略

多剤耐性菌の予防と制御は各々の

集団や施設の状況に合わせる

すべての医療施設での多剤耐性菌制御のための

単一アプローチは存在しない

感染症の重症度と範囲は

集団や施設によって様々である

制御成功事例；同時または連続的に７～８の異なった介入が採用

ガイドラインに
答えは

のっていない！





医療関連感染に対するゼロトレランス（不
寛容）という考え方

これは「医療関連感染は起きてもしかたが
ないもの」と受身的に捉えることをやめ，
（現実には0〈ゼロ〉にできないものの）1 
例の発生も許すことなく，0 に近づける積
極的な姿勢への転換を表す言葉として使わ
れている．


